
様式第１号(第４条関係) 

 

伊勢市観光文化会館懸垂幕昇降装置利用許可申請書 

 

   平成  年  月  日 

 

伊勢市観光文化会館指定管理者 

特定非営利活動法人まなびの広場 様 

 

                      住所(所在地)   

                 氏名(名 称)            

            (現場責任者)    

           連絡先電話    

 

 伊勢市観光文化会館の懸垂幕昇降装置の利用について、次のとおり申請します。 

利 用 日 時 

平成  年   月   日（   曜日) から 平成  年  月  日( 曜日) 

【利用開始日～一 時停止日】    月  日 から  月  日   

【再度開始日～公演等終了日】    月  日 から  月  日  

催 物 

(名称) 

(内容) 

 

 

(場所) 伊勢市観光文化会館（大ホール・大会議室・展示室・その他       ）

掲載の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 掲載する文字を記入してください。 

※ 利用開始日：チラシ配布日、入場券発売日等 



懸垂幕昇降装置利用についての注意事項 

 

【掲出等の管理責任】 
管理責任として次の各号をご留意ください。 

1. 懸垂幕昇降装置の利用のみ許可するもので観光文化会館では、掲出から撤去ま

での管理は行いません。利用者は責任をもって懸垂幕の維持・保全に努めてく

ださい。 

2. 利用者は、台風その他非常災害により懸垂幕が落下及び飛散するおそれがある

ときは、一時、閉幕してください。 

※ 風速15m/s以上の場合懸垂幕を下ろして閉幕し固定してください。 

 

【損害の賠償】 
利用者は、観光文化会館の来館者、歩行者、車及び建物等に損害を与えたときは、

その損害を賠償してください。 

 

【利用許可の取消し】 
次の各号の一に該当するときは、利用許可を取消すことがあります。 

1. 掲出等の内容が利用許可申請書又はその添付書類の記載内容と異なることが判

明したとき。 

2. 利用者が（掲出の管理責任）に列記する事項を遵守しないとき。 

3. 観光文化会館の管理上、やむを得ない事由が生じたとき。 

 

【掲出及び撤去作業】 
掲出及び撤去作業については、次の事項を遵守してください。 

1. 管理者立会いの上、来館者に危害を与えないよう危険防止に充分注意してくだ

さい。 

2. 二名体制で作業をお願いします。 

(詳細については観光文化会館にお問い合わせください) 
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